
茨城県産業廃棄物等実態調査業務・技術提案募集要領 

 

１ 趣旨 

平成 30年度における県内全域の産業廃棄物の排出、処理及び事業系食品ロス発生量等

の実態を調査し、廃棄物の適正処理の確保を図るとともに、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第５条の５に定める「廃棄物処理計画（令和８年（2026年）度～令和 12年（2030

年）度）」策定のための基礎資料を得ることを目的に実施する。 

 

２ 委託業務の内容 

委託業務の内容は、別添「委託業務仕様書」のとおりとする。 

 

３ 提案額 

  １１，０６０，０００円（消費税 7.8％及び地方消費税 2.2％を含む）以内 

※ 当該金額は、事業内容の規模を指示するもので、予定価格を示すものではないこと 

に留意すること。 

 

４ プロポーザルの実施方法 

（１）プロポーザルの参加申し込み手続き 

   プロポーザルへの参加を申し込む者は、茨城県が指定する日時までに、参加申込書   

（様式１）１部を、ＦＡＸ又は郵送等にて、次の担当部局あて提出すること。  

（担当部局） 

   〒３１０－８５５５ 茨城県水戸市笠原町９７８番地６ 

茨城県 県民生活環境部 資源循環推進課 企画調整グループ 

電話（直通）０２９－３０１－３０２０ 

   ＦＡＸ   ０２９－３０１－３０３９ 

（２）プロポーザルの参加決定 

   プロポーザルへの参加承認の可否については、担当部局から、参加申込書に記載さ

れたメールアドレスあて電子メールにて通知する。 

   なお、参加を承認した者に対しては、プロポーザルの開催日時・場所についても併

せて通知する。 

（３）技術提案書等の提出 

   プロポーザルへの参加を承認された者は、５の提出書類を茨城県が指定する日時ま

でに、持参又は郵送等により担当部局あて提出すること。 

（４）プロポーザルの実施 

   （２）で指定した日時に，「茨城県産業廃棄物等実態調査業務委託に係るプロポーザ

ル審査会」（以下「審査会」という。）において、提出された技術提案書等の説明を受

け、その提案内容等について審査を行う。 

 

５ 提出書類 

（１）技術提案書 ８部（下記①～⑫の事項を記載，Ａ４版 15枚程度） 

①業務実施方針について 



②調査手法について 

③調査対象の抽出方法（標本数，事業所の選定等）について 

④調査票の作成（項目・種類等）について 

⑤調査票の回収方法（回収率の向上を図るために）について 

⑥回収内容の審査方法について 

⑦排出量の推定方法について 

⑧処理状況の推計方法について 

⑨推定・推計結果の妥当性の検証方法について 

⑩工程計画（調査スケジュール）について 

⑪業務実施上の費用配分（積算内訳）について 

⑫その他（当該調査を実施するに当たって提案したいこと等） 

※事業系食品ロス発生量については、①②③⑤⑥に係る部分のみとする。 

（２）会社説明資料 ８部 

   会社の概要（事業内容及び財務内容等）が分かる資料  

（３）見積書（消費税を含む） ８部 

 

６ 委託業者の決定 

（１）決定にあたっては、プレゼンテーションを実施し、県が実施する審査委員会におい

て、（２）の評価基準に基づき、プレゼンテーション及び企画提案書の評価を行い、最

優秀提案者を決定する。 

   また、その際、見積額が予定価格の範囲内であることを要件とする。 

（２）評価基準について 

  ①業務実施方針及び手法等 

・委託業務の理解度 

  ・実施方針の妥当性 

  ・提案の的確性 

  ・提案の実現性 

  ・工程計画の妥当性 

  ・費用配分の妥当性 

  ・その他 

  ②調査に係る費用 

（３）１企画提案書あたり 15分以内で説明を行い、説明終了後に審査委員が質問を行う。 

  １企画提案書あたりのプレゼンテーションの時間は、説明と質疑を含めて 20分以内と

する。 

（４）プロポーザルに参加した者への結果通知（「採用」又は「不採用」）は、郵送により

行う。 

（５）審査内容については、公表しない。また、審査結果についての異議申し立ては認め

ない。 

 

７ その他 

（１）提出された提案書等は返却しない。また、提出された内容について、茨城県は秘密

を厳守する。 

（２）プロポーザルに参加するために発生する一切の費用について、茨城県は負担しな 

い。 



（３）技術提案書等は、業者選定に伴う作業等に必要な範囲において、複製を作成するこ

とがある。 

（４）別紙「委託業務仕様書」は、最優秀提案者の企画提案内容によっては、県と提案者 

との協議等の結果に基づき、企画提案内容の一部を変更する場合がある。 

（５）技術提案書の作成にあたっては，下記の①～④を参考とすること。 

   ① 第５次茨城県廃棄物処理計画（令和３年３月） 

② 平成３１年度茨城県産業廃棄物実態調査報告書（平成３０年度実績） 

③ 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課「産業廃棄物排出・処理 

実態調査指針 改訂版（平成２２年４月）」 

④ その他当該業務を実施するにあたり参考となる資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１  

 

 

プロポーザル参加申込書 
 

 

 

令和  年 月  日 

 

 

茨城県知事 大井川 和彦  殿 

 

 

 

  茨城県産業廃棄物実態調査業務委託に係る公募型プロポーザルに参加したいので申し

込みます。 

なお、プロポーザルの参加にあたっては、令和６年 月 日付け公告「３ プロポー

ザル参加者に要求される資格要件」を全て満たしていることを誓約します。 

 

 

記 

 

 

会 社 名  

代 表 者 名  

住 所  

担

当

者 

氏    名  

所    属  

役    職  

電話／ＦＡＸ  

Ｅ-ｍａｉｌ  

 


